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朝  

鮮  
戦  
争

　
一
九
五
〇
年
六
月
二
五
日
未
明
、
朝

鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
（
北
朝
鮮
）

軍
約
十
万
が
三
八
度
線
の
国
境
線
を
各

所
で
突
破
、
一
挙
に
韓
国
へ
な
だ
れ
込

み
、
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
。
不
意
を

突
か
れ
た
韓
国
軍
は
敗
走
、
南
下
す
る

北
朝
鮮
軍
は
三
日
目
に
首
都
ソ
ウ
ル
を

占
領
し
た
。
国
連
安
保
理
事
会
は
「
北
」

の
南
侵
と
認
定
し
軍
事
制
裁
を
決
議
、

米
軍
を
主
体
と
す
る
国
連
軍
が
投
入
さ

れ
、
国
連
軍
総
司
令
官
に
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
元
帥
が
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

国
連
軍
は
米
軍
の
後
押
し
、「
北
」
は
中

国
の
参
戦
で
一
進
一
退
を
続
け
た
。
そ

の
う
ち
三
八
度
線
を
は
さ
ん
で
の
攻
防

の
一
方
で
停
戦
の
動
き
が
出
始
め
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
解
任
、
休
戦
予
備
会

談
、
米
軍
機
の
中
朝
国
境
の
爆
撃
な
ど

を
経
て
一
九
五
三
年
七
月
二
七
日
、
休

戦
協
定
が
成
立
し
た
。
こ
の
戦
争
で
の

被
害
は
、
死
者
が
、
北
朝
鮮
二
五
〇
万

人
、
韓
国
一
三
三
万
人
（
南
よ
り
北
の

被
害
が
甚
大
←
米
軍
の
空
爆
）。
中
国

軍
百
万
人
、
米
軍
六
万
三
千
人
で
、
離

散
家
族
は
一
千
万
人
に
も
な
る
。
冷
戦

下
の
一
九
四
八
年
に
民
族
を
分
断
す
る

二
つ
の
国
家
を
成
立
さ
せ
た
た
め
に
起

き
た
戦
争
で
、
日
本
が
物
資
調
達
の
特

需
景
気
を
得
て
経
済
復
興
し
た
こ
と
も

事
実
で
あ
る
。

警
察
予
備
隊
の
誕
生

　
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
中
華
人
民
共

和
国
の
成
立
と
と
も
に
、
米
ソ
の
冷
戦

は
一
層
厳
し
さ
を
増
し
た
。
米
国
の
対

日
管
理
政
策
も
、
非
軍
事
化
・
民
主
化

の
改
革
か
ら
、
日
本
の
経
済
的
自
立
と

と
も
に
、
極
東
に
お
け
る
共
産
主
義
へ

の
防
波
堤
と
す
る
方
向
に
重
点
を
移
し

た
。
　
一
九
五
〇
年
頭
、
連
合
国
最
高
司
令

官
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
日
本
の
自
衛
権

を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
講
和
条
約
の

実
現
に
触
れ
た
。
六
月
に
は
ダ
レ
ス
が

来
日
し
、
吉
田
首
相
な
ど
と
講
和
問
題

に
つ
い
て
協
議
し
た
。

　
そ
の
直
後
の
六
月
二
五
日
、
朝
鮮
半

島
で
戦
争
が
勃
発
し
た
の
で
、
在
日
米

軍
は
朝
鮮
半
島
に
出
動
し
、
日
本
国
内

の
基
地
は
手
薄
と
な
っ
た
。

　
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
吉
田
首
相
に
、
七

万
五
千
人
の
警
察
予
備
隊
の
創
設
と
海

上
保
安
庁
八
千
人
の
増
員
を
指
令
し

た
。
日
本
政
府
は
、
警
察
予
備
隊
令
を

制
定
・
公
布
し
た
。
警
察
予
備
隊
設
立

の
理
由
と
し
て
吉
田
首
相
は
、
従
来
の

警
察
と
協
力
し
て
、
国
内
治
安
の
維
持

に
万
全
を
期
す
た
め
で
あ
る
と
説
明
し

た
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
と
は
、
敗
戦
国
で

あ
る
日
本
と
連
合
国
の
講
和
条
約
で
あ
る
。

　
一
九
五
一
年
九
月
八
日
太
平
洋
戦
争

を
法
的
に
終
わ
ら
せ
る
平
和
条
約
は
、

ソ
連
を
除
く
他
の
連
合
国
と
日
本
と
の

間
に
お
い
て
調
印
さ
れ
、
一
九
五
二
年

四
月
二
十
八
日
発
効
。
日
本
の
領
土
の

範
囲
、
賠
償
を
規
定
。
日
本
は
こ
の
条

約
に
よ
り
主
権
を
回
復
し
た
。

　
日
本
政
府
は
こ
の
条
約
の
発
効
に
伴

い
、
私
た
ち
（
在
日
）
の
意
見
も
聞
か

ぬ
ま
ま
に
、
一
方
的
に
日
本
国
籍
を
剥

奪
し
、
名
実
と
も
に
外
国
人
と
し
た
。

そ
し
て
韓
国
・
朝
鮮
人
に
、
出
入
国
管

理
令
と
外
国
人
登
録
法
を
適
用
し
た
。

し
か
し
、
旅
券
を
所
持
し
自
ら
の
意
思

と
目
的
を
持
っ
て
日
本
に
入
国
し
、
そ

の
目
的
に
そ
っ
て
在
留
資
格
や
法
的
地

位
を
決
め
ら
れ
る
一
般
の
外
国
人
を
対

象
と
す
る
出
入
国
管
理
令
に
よ
っ
て
、

昨
日
ま
で
日
本
国
籍
を
有
す
る
も
の
と

認
め
て
い
た
韓
国
・
朝
鮮
人
の
在
留
資

格
や
法
的
地
位
を
同
様
に
扱
っ
た
こ
と

に
疑
問
が
残
る
。

　
韓
国
・
朝
鮮
人
の
在
留
資
格
や
法
的

地
位
を
考
え
る
な
ら
ば
、「
永
住
」
か

「
内
国
民
待
遇
」
し
か
あ
り
え
な
い
は

ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
政
府
は
自

ら
が
招
い
た
結
果
に
対
す
る
反
省
や
責

任
を
考
え
ず
に
、
人
道
的
・
道
徳
的
措

置
で
は
無
く
、
自
ら
の
ご
都
合
主
義
と

論
理
に
よ
り
、
当
事
者
の
意
見
を
聞
く

こ
と
な
く
一
方
的
に
行
っ
た
。
そ
し
て

韓
日
基
本
条
約
が
締
結
さ
れ
る
ま
で
の

十
三
年
間
の
間
、
日
本
政
府
は
こ
れ
ら

の
不
安
定
な
法
的
地
位
を
そ
の
ま
ま
に

し
た
。

　
一
方
、
そ
れ
ま
で
の
外
国
人
登
録
令

を
改
正
し
、
講
和
条
約
締
結
の
一
九
五

二
年
に
外
国
人
登
録
令
を
施
行
し
、
指

紋
押
捺
制
度
・
常
時
携
帯
制
度
な
ど
を

整
備
し
た
。
出
入
国
管
理
令
と
外
国
人

登
録
法
に
よ
っ
て
在
日
外
国
人
と
り
わ

け
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
を
管
理
・
抑
圧
・

追
放
す
る
体
制
が
確
立
さ
れ
た
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
日
本
政
府
は
、

「
朝
鮮
の
独
立
を
承
認
す
る
。
従
っ
て

在
日
朝
鮮
人
は
朝
鮮
国
籍
を
回
復
す

る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
植
民
地
支

配
に
よ
っ
て
押
し
付
け
ら
れ
た
日
本
国

籍
は
、
平
和
条
約
の
発
効
と
共
に
当
然

に
消
滅
す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
。

そ
し
て
、「
平
和
条
約
の
発
効
に
伴
う

朝
鮮
人
、
台
湾
人
等
に
関
す
る
戸
籍
及

び
戸
籍
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
」
の
通

達
を
発
し
た
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な

内
容
か
ら
な
っ
て
い
る
。

●
朝
鮮
及
び
台
湾
は
、
条
約
発
効
の
日

か
ら
日
本
国
の
領
土
か
ら
分
離
す
る

こ
と
と
な
る
の
で
、
こ
れ
に
伴
い
、

朝
鮮
人
及
び
台
湾
人
は
、
内
地
に
在

住
し
て
い
る
者
を
含
め
て
す
べ
て
日

本
の
国
籍
を
喪
失
す
る
。
　

●
も
と
朝
鮮
人
又
は
台
湾
人
で
あ
っ
た

者
で
も
、
条
約
の
発
効
前
に
内
地
人

と
の
結
婚
、
縁
組
等
の
身
分
行
為
に

よ
り
内
地
の
戸
籍
に
入
籍
す
べ
き
事

由
の
生
じ
た
も
の
は
、
内
地
人
で

あ
っ
て
、
条
約
発
効
後
も
何
ら
の
手

続
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
引
き
続
き

日
本
の
国
籍
を
保
有
す
る
。
　

●
も
と
内
地
人
で
あ
っ
た
者
で
も
、
条

約
の
発
効
前
に
朝
鮮
又
は
台
湾
人
と
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の
婚
姻
、
養
子
縁
組
等
の
身
分
行
為

に
よ
り
内
地
の
戸
籍
か
ら
除
籍
せ
ら

る
べ
き
事
由
の
生
じ
た
も
の
は
、
朝

鮮
人
又
は
台
湾
人
で
あ
っ
て
、
条
約

発
効
と
と
も
に
日
本
の
国
籍
を
喪
失

す
る
。

●
条
約
発
効
後
に
、
朝
鮮
人
及
び
台
湾

人
が
日
本
の
国
籍
を
取
得
す
る
に

は
、
一
般
の
外
国
人
と
同
様
、
も
っ

ぱ
ら
国
籍
法
の
規
定
に
よ
る
帰
化
の

手
続
に
よ
る
こ
と
を
要
す
る
。

●
な
お
、
右
帰
化
の
場
合
、
朝
鮮
人
及

び
台
湾
人
は
、
国
籍
法
の
「
日
本
国

民
で
あ
っ
た
者
」
及
び
「
日
本
の
国

籍
を
失
っ
た
者
」
に
該
当
し
な
い
。

　
こ
の
通
達
に
も
と
づ
き
、
在
日
は
終

戦
後
も
「
当
分
の
間
」
保
有
し
て
い
る

と
し
た
日
本
国
籍
を
喪
失
し
、
外
国
人

と
い
う
法
的
地
位
に
お
か
れ
る
が
、
外

国
人
登
録
令
の
適
用
上
外
国
人
と
み
な

し
、
参
政
権
を
剥
奪
さ
れ
る
な
ど
、
事

実
上
外
国
人
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
き
た

そ
れ
ま
で
の
処
遇
か
ら
す
れ
ば
、
む
し

ろ
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
い
え
る
。
た

だ
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
日
本
国

籍
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
「
日

本
の
国
籍
を
失
っ
た
者
」
と
は
認
め

ず
、
一
般
外
国
人
と
同
じ
帰
化
手
続
に

よ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
植
民
地
支
配

の
下
に
あ
っ
て
、「
皇
民
化
」
と
「
内
鮮

一
体
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
進

め
ら
れ
た
同
化
政
策
が
、
い
か
に
欺
瞞

的
で
あ
っ
た
か
を
今
一
度
示
す
も
の
で

あ
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
武
力
を
背
景
に
押
し
付

け
た
併
合
条
約
は
、
は
じ
め
か
ら
無
効

で
あ
り
、
無
効
な
条
約
に
も
と
づ
き
そ

の
意
志
に
反
し
て
強
制
さ
れ
た
日
本
国

籍
も
そ
の
合
法
性
を
認
め
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
る
以
上
、
「
日
本
の
国
籍
を

失
っ
た
者
」
と
し
て
扱
う
こ
と
自
体
不

当
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
民
事

局
長
の
通
達
は
こ
の
よ
う
な
朝
鮮
民
族

の
立
場
と
一
致
す
る
と
い
う
皮
肉
な
結

果
さ
え
生
み
出
し
て
い
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
平
和
条
約
の
発
効
に
伴
う
在

日
朝
鮮
人
の
国
籍
処
理
を
、
上
述
の
よ

う
な
植
民
地
支
配
と
そ
れ
に
対
す
る
朝

鮮
民
族
の
基
本
的
立
場
を
離
れ
て
、
純

粋
な
法
理
ま
た
は
領
土
帰
属
変
更
と
住

民
の
国
籍
処
理
に
関
す
る
国
際
慣
例
に

照
ら
し
て
み
る
と
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
国
籍
を
取
得
し
選
択
す
る

こ
と
は
、
個
人
の
人
権
と
基
本
的
自
由

に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
領
土

帰
属
の
変
更
に
伴
う
住
民
の
国
籍
は
、

当
該
個
人
の
選
択
に
委
ね
る
べ
き
問
題

で
あ
る
。
従
っ
て
、
在
日
朝
鮮
人
に
国

籍
選
択
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く
、

一
方
的
に
処
理
し
た
こ
と
は
、
基
本
的

人
権
の
侵
害
で
あ
る
。
　

　
少
数
民
族
と
し
て
存
在
し
つ
づ
け
る

じ
ょ
う
　
や
く

こ
と
を
お
そ
れ
、
そ
れ
ま
で
「
忠
誠
な

る
皇
国
臣
民
」
を
強
制
し
な
が
ら
、
国

籍
を
剥
奪
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
つ
ま

り
「
元
は
日
本
国
民
」
で
あ
っ
た
こ
と

さ
え
否
定
す
る
。こ
う
し
た
政
策
は
、日

本
政
府
の
対
韓
国
・
朝
鮮
人
政
策
が
、法

も
し
く
は
道
義
上
か
ら
求
め
ら
れ
る
視

点
は
ひ
と
か
け
ら
も
な
く
、
つ
ね
に
自

ら
の
都
合
と
必
要
に
応
じ
て
形
成
・
実

施
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
　

　
そ
れ
を
端
的
表
し
た
問
題
が
、
戦
後

補
償
で
あ
る
。
一
九
五
二
年
四
月
三
〇

日
、
三
六
万
人
の
軍
人
・
軍
属
が
外
国

籍
に
な
っ
た
た
め
援
護
法
の
対
象
外
に

な
っ
て
し
ま
う
。
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦

争
に
お
い
て
「
帝
国
臣
民
」
と
し
て
軍

人
・
軍
属
に
徴
用
さ
れ
た
朝
鮮
人
は
二

十
四
万
二
千
二
百
四
十
一
人
い
た
が
、

日
本
政
府
は
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等

援
護
法
を
制
定
す
る
際
、
国
籍
条
項
を

設
け
た
。

さ
ら
に
三
日
後
の
五
月
一
日
、「
第
二
十

三
回
メ
ー
デ
ー
（
血
の
メ
ー
デ
ー
）」
が

起
こ
っ
た
。
明
治
神
宮
の
外
苑
に
五
〇

万
人
が
集
ま
り
、
デ
モ
隊
は
警
官
隊
と

衝
突
。千
二
百
三
十
名
が
逮
捕
さ
れ
、そ

の
内
在
日
が
百
三
十
人
だ
っ
た
。

　
朝
鮮
人
の
参
加
者
は
五
千
人
と
も
一

万
人
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
「
朝
鮮
人

が
暴
動
を
起
こ
し
た
」
と
デ
マ
が
、
日

本
国
中
に
流
布
さ
れ
た
。

歴
史
用
語
解
説


